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2 方針

3 利用者の権利

4 サービスの内容
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8 秘密の保持

料金について

要介護または要支援認定を受けられた方は，介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。

解約について
お客様はいつでも契約を解約することができ，一切料金はかかりません。

①従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

②従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を介護支援専門員との雇用契約の内容とする。

休業日
土曜日，日曜日,　祝祭日

5月3～5日，8月14～16日，12月30日～1月4日

担当者 電話番号(携帯電話)　０９０－４８１３－８６９３

介護支援専門員は、事業所に対する要介護者等からの依頼を受け、必要な福祉サービス又は保健医療
サービスの提供に向けた計画の作成及び関係機関との連絡調整等を行う。専任介護支援専門員は特別
な場合を除き担当件数を44名以内とする。

（５）サービス提供地域　大　村　市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談できます。
（６） 営業時間

平日 午前９時から午後５時３０分

（２）所在地　　長崎県　大村市　諏訪１丁目　６７０番地６
（３） 介護保険指定番号　４２７０５００６２４
（４）責任者　　社会福祉法人　樹陽会　　   理　事　長　 上田　かな
      管理者　　居宅介護サービスセンターゆうせんそう　中崎 秀紀(主任介護支援専門員)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の
提供に当たるものとする。

　　　　介護支援専門員　5名以上　　　

②利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定事業等の選定理由の説明を求めることができる。

①居宅サービス計画の作成
②居宅サービスの提供にかかる関係機関との連絡調整
③介護保険施設の入所にかかる施設の紹介その他便宣の提供

居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域
（１）事業所名　社会福祉法人樹陽会　居宅介護サービスセンターゆうせんそう

【居宅介護支援重要事項説明書】

 社会福祉法人樹陽会が開設する指定居宅介護支援事業所が行う指定居宅介護支援の事業の適正な運営
を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、在宅等で生活し
ている要介護者等に対して、適正な指定居宅介護支援を行うことを目的とする。

①事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性及び生活環境を踏まえて、その有する能力に応じ
た日常生活を営むことができるよう、必要な福祉サービス又は保健医療サービスの提供にかかる全般的な援
助を行う。

②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、利
用者又は家族の希望を踏まえつつ、公正中立に総合的なサービスの提供に努めるものとする。

指定居宅介護支援の提供開始に際し、以下のことを求めることができる。
①利用者は、複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めことができる。
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★大村市長寿介護課 長崎県大村市本町458番地2中心市街地複合ビル2階
電話番号：0957-20-7301　ＦＡＸ番号：0957-53-1971 受付時間：９時００分～１７時００分（土日祝を除く）

★長崎県国民健康保険団体連合会 長崎県長崎市今博多町８番地２
電話番号：095-826-1599　ＦＡＸ番号：095-826-7325　 受付時間：９時００分～１７時００分（土日祝を除く）

★長崎県社会福祉協議会運営適正 長崎県長崎市茂里町3-24　県総合福祉センター２Ｆ
電話番号：095-842-6410　ＦＡＸ番号：095-842-6740 受付時間：９時００分～１７時００分（土日祝を除く）

10 事故発生時の対応
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-1 虐待防止に関する責任者を選定しています。

-2

-3 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。

-4

-5

12
-1 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、利用者の心身の状況並びに緊急でやむを

得ない理由を記録しています。
-2 身体的拘束等の適正化のための対策検討委員会を３月に１回以上開催し周知徹底しています。
-3 身体的拘束等の適正化のための指針を整備しています。
-4 身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

13 緊急時の対応

氏　　　名 続柄（　　　　）

住　　　所

電話番号 自宅 携帯

令和　　年　　月　　日

緊急連絡先

重要事項について説明を受け同意いたしました。

本　　　　人 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

代　理　人　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

苦情解決体制を整備しています。

虐待防止委員会を開催しています。

身体的拘束等について

★訪問時・・・家族が不在若しくは独居の場合は、予め定めた緊急連絡先に連絡を行う。生命・及び財産に関わ
る場合は、主治医・消防署・警察署・市役所等関係機関に連絡し対応する。

★サービス利用時・・・利用する事業所の緊急時マニュアルに則って対応を行う。その場合、予め定めた緊急連
絡先に連絡を行う。

★事業所の緊急時窓口は、ゆうせんそう苦情相談窓口と同じ、また時間外はサービス相談窓口と同じとする。

当所以外に，市の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

苦情を受付けて、理事長・施設長・管理者等関係者で解決を図ります。困難な際は、行政機関等とも協
議いたします。

苦情（事故）を受け付けたら、苦情（事故）の内容を確認し、原因を調べるため情報収集する。事実関
係を文書化し、事業所職員(介護支援専門員)、利用者、家族の３者で話し合いの場を設ける。事業所職
員(介護支援専門員)は、それぞれに応じた対応策を考えて話し合いに臨み、その結果、利用者側が、納
得できない点については、希望を確認し、納得していただけるような改善策を再検討して利用者へ提示
し改善できることは、速やかに対応する。また、利用者の不当な行為等により必要が生じた場合には、
遅滞なく意見を付して市町村へ通知する。事故発生時には、状況確認を行い市町村へ速やかに報告を行
う。

虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

虐待防止指針を整備しています。

相談，要望、苦情等の窓口

当所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービス
についてのご相談・苦情を承ります。下記窓口迄お申し出下さい。

☆サービス相談窓口☆
電話番号　０９０－１０８１－３４７７　管理者　　　　　中崎　秀紀
☆苦情相談窓口☆
電話番号　０９５７－５４－６６３６　　苦情受付担当者　中崎　秀紀


